
承認第１４号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求める。 

 

  令和７年１１月２８日提出 

 

木津川市長 谷口 雄一   



   専決処分書 

 

 議会の議決すべき下記の事件について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 

  令和７年１１月４日 

 

木津川市長 谷口 雄一   

 

記 

 

 令和７年度木津川市水道事業会計補正予算第１号について 



 

 

 

令和７年度  

 

 

 

 

水道事業会計補正予算第１号  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都府木津川市  
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令和７年度木津川市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

第１条 令和７年度木津川市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

第２条 令和７年度木津川市水道事業会計予算第５条に定めた債務負担行為を次のとおり改める。 

 追 加 

事   項 期   間 限 度 額 

船屋浄水場活性炭ろ過機緊急

設置工事 

 

令和７年度から 

令和８年度まで 

 

70,000千円 

 

 

 

令和７年１１月４日専決 

 

木津川市長 谷口 雄一 



追　加

期 間 金 額 期 間 金 額 企 業 債
一 般 会 計
出 資 金

そ の 他

千円 千円 千円 千円 千円 千円

船屋浄水場活性炭ろ
過機緊急設置工事

　 (70,000)
　　70,000

令和７年度
～

令和８年度
70,000 35,000 35,000

注：（　）内の数値は支出予定額　

債務負担行為に関する調書

事　　項 限度額

前年度末までの
支払義務発生(見込)額

当該年度以降の
支払義務発生予定額

左の財源内訳
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